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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第51期

第１四半期
累計期間

第52期
第１四半期
累計期間

第51期

会計期間
自 平成28年３月１日

至 平成28年５月31日

自 平成29年３月１日

至 平成29年５月31日

自 平成28年３月１日

至 平成29年２月28日

売上高 （千円） 13,834,239 11,586,487 31,374,200

経常利益 （千円） 1,838,236 1,192,045 2,193,664

四半期（当期）純利益 （千円） 1,135,482 735,527 1,370,987

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 891,250 891,250 891,250

発行済株式総数 （株） 10,000,000 10,000,000 10,000,000

純資産額 （千円） 18,457,733 19,189,623 18,725,677

総資産額 （千円） 70,163,850 80,257,420 76,218,705

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 113.55 73.55 137.10

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 27.00

自己資本比率 （％） 26.3 23.9 24.6
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため、

記載を省略しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社で営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、海外政治情勢が不安定であることなど先行き不透明感が依然とし

て残るものの、政府・日銀による経済政策が継続していることや雇用・所得環境の改善による個人消費の底堅さ

などで堅調に推移しました。

不動産業界においては、分譲市場については用地価格や建築コストの高止まり等、賃貸市場については地域や用

途等に格差が生じるなどの懸念材料はありますが、全般的には低金利政策の継続や住宅に対する消費者マインド

の改善等により比較的安定した状態で推移しました。

それにより、当第１四半期累計期間における売上高は11,586百万円（前年同期比83.8％）、営業利益は1,397百

万円（同69.6％）、経常利益は1,192百万円（同64.8％）、四半期純利益は735百万円（同64.8％）となりまし

た。

なお、当社の主要事業である分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者へ引渡しが行われる際に売上高

が計上されるため、開発時期や工期等により四半期ごとの業績に偏向が生じる場合があります。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（分譲マンション販売）

主力の分譲マンション販売におきましては、開発の基盤となる用地価格の上昇や建築コストの高止まりがあるも

のの、住宅ローン金利のより一層の低下や住まいに利便性を求める傾向が強まっていること等から、分譲マン

ション市場は比較的堅調に推移しました。

その結果、当第１四半期累計期間における売上高は10,077百万円（前年同期比79.7％）、セグメント利益（営業

利益）は1,290百万円（同66.0％）となりました。

なお、当第１四半期累計期間において、分譲マンションの発売戸数は61戸（同32.6％）、契約戸数は125戸（同

64.4％）、引渡戸数は244戸（同63.0％）となり、契約済未引渡戸数は733戸（同104.0％）となりました。

（戸建て住宅販売）

戸建て住宅販売におきましては、戸建て事業の拡大を目指し、体制整備に努めてまいりました。

その結果、戸建て住宅12戸の引渡しにより、売上高は405百万円（前年同期比113.4％）、セグメント利益（営業

利益）は９百万円（同82.8％）となりました。

（その他不動産販売）

その他不動産販売におきましては、賃貸マンション等５物件の販売により、売上高は475百万円（前年同期比

217.4％）、セグメント利益（営業利益）は42百万円（前年同期は２百万円のセグメント利益）となりました。

（不動産賃貸収入）

不動産賃貸収入におきましては、当社が主力としております住居系は比較的安定した賃料水準を維持しており、

入居率の向上と滞納率の改善に努めると同時に、最適な賃貸不動産のポートフォリオ構築のため、新規に物件を

取得するなど賃貸収入の安定的な確保を目指してまいりました。

その結果、不動産賃貸収入は597百万円（前年同期比101.7％）、セグメント利益（営業利益）は235百万円（同

93.7％）となりました。
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（その他）

その他の売上高は、リフォーム事業、保険代理店手数料収入、解約手付金収入及び仲介手数料等で31百万円（前

年同期比111.6％）、セグメント利益（営業利益）は15百万円（同70.8％）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第１四半期会計期間末における資産は、80,257百万円（前事業年度末比4,038百万円の増加）となりました。

主な要因は、現金及び預金の増加1,124百万円、次期以降の用地取得及び建築費支払等による仕掛販売用不動産

の増加2,290百万円等によるものであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債は、61,067百万円（前事業年度末比3,574百万円の増加）となりました。

主な要因は、分譲マンション引渡しによる前受金の減少1,292百万円等に対し、分譲マンション竣工等による仕

入債務の増加1,344百万円、次期以降の用地取得等に係る長期借入金（１年内返済予定分含む）の増加4,214百万

円等によるものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産は、19,189百万円（前事業年度末比463百万円の増加）となりました。

主な要因は、利益配分に伴う利益配当金269百万円による利益剰余金の減少等に対し、四半期純利益735百万円の

計上等によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(5) 従業員数（提出会社の状況）

当第１四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。
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(6) 生産、受注及び販売の実績

当社の主力事業である分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者へ引渡しが行われる際に売上高が計上

されるため、開発時期や工期等により四半期ごとの売上実績に偏向が生じる傾向にあり、その内容については次

の通り(セグメント別の前年同期比)であります。

① 当第１四半期累計期間におけるセグメントごとの販売実績

セグメントの名称

当第１四半期累計期間

(自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日)

物件名又は内容
戸数

（戸）

金額

（千円）

構成比

(％)

前年同期比

(％)

分譲マンション販売

ワコーレ池田ザ・レジデンス 49 1,953,669 － －

ワコーレ住吉　パークレジデンス 30 1,301,252 － －

ワコーレ　ザ・六甲プレミアム 20 1,299,937 － －

ワコーレ明石ブライトコースト 38 1,068,493 － －

その他 107 4,453,781 － －

小　　計 244 10,077,134 87.0 79.7

戸建て住宅販売
戸建て住宅 12 405,482 － －

小　　計 12 405,482 3.5 113.4

その他不動産販売
賃貸マンション・宅地等の販売 6 475,480 － －

小　　計 6 475,480 4.1 217.4

不動産賃貸収入
賃貸マンション等の賃貸収入 － 597,001 － －

小　　計 － 597,001 5.1 101.7

その他
その他の収入 － 31,388 － －

小　　計 － 31,388 0.3 111.6

合　　計 262 11,586,487 100.0 83.8
 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．分譲マンション販売の金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。

３．その他不動産販売の戸数は、一棟売却の賃貸マンションの戸数を記載しております。

４．不動産賃貸収入及びその他には、販売住戸が含まれていないため、戸数表示はしておりません。

　　 ５．共同事業の戸数及び金額は、出資割合によりそれぞれ計算（小数点以下切捨て）しております。

　

② 当第１四半期累計期間におけるセグメントごとの契約実績

セグメントの名称

当第１四半期累計期間

(自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日)

期中契約高 契約済未引渡残高

戸数

（戸）

金額

（千円）

前年同期比

（％）

戸数

（戸）

金額

（千円）

前年同期比

（％）

分譲マンション販売 125 4,850,866 62.6 733 28,703,145 107.2

戸建て住宅販売 13 483,082 137.8 10 382,593 141.2

その他不動産販売 6 854,980 28.6 － 3,297,980 116.3

合計 144 6,188,930 55.8 743 32,383,719 108.4
 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２．分譲マンション販売の金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。

　　 ３．その他不動産販売の戸数は、一棟売却の賃貸マンションの戸数を記載しております。

　　 ４．共同事業の戸数及び金額は、出資割合によりそれぞれ計算（小数点以下切捨て）しております。

 

(7) 主要な設備

当第１四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前事業年度末における計画の著しい

変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 34,400,000

計 34,400,000
 

 
② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年５月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成29年７月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 10,000,000 10,000,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式:100株

計 10,000,000 10,000,000 － －
 

(注) 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 
(千円)

資本金残高

 
(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成29年５月31日 ― 10,000,000 ― 891,250 ― 936,439

 

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

和田興産株式会社(E04029)

四半期報告書

 6/19



 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株式名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成29年２月28日）に基づく株式名簿による記載をしております。

平成29年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式

200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,998,900 99,989 －

単元未満株式 普通株式 900 － －

発行済株式総数  10,000,000 － －

総株主の議決権  － 99,989 －
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式は含まれておりません。

 
② 【自己株式等】

平成29年２月28日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)

和田興産株式会社
神戸市中央区栄町通
４-２-13

200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00
 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成29年３月１日から平成29年

５月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,958,794 12,082,818

  売掛金 13,056 7,901

  リース債権 918,708 915,256

  販売用不動産 1,869,160 2,292,923

  仕掛販売用不動産 36,412,996 38,703,385

  繰延税金資産 106,854 113,206

  その他 484,278 426,323

  貸倒引当金 △9,789 △9,285

  流動資産合計 50,754,060 54,532,531

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 10,640,286 10,599,110

   土地 13,221,025 13,418,824

   その他（純額） 125,982 204,254

   有形固定資産合計 23,987,295 24,222,189

  無形固定資産 336,936 335,463

  投資その他の資産   

   その他 1,155,364 1,182,305

   貸倒引当金 △14,949 △15,068

   投資その他の資産合計 1,140,414 1,167,236

  固定資産合計 25,464,645 25,724,889

 資産合計 76,218,705 80,257,420
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期会計期間
(平成29年５月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,408,772 2,589,271

  電子記録債務 4,730,070 4,893,657

  短期借入金 5,432,751 5,001,201

  1年内償還予定の社債 368,500 353,500

  1年内返済予定の長期借入金 16,810,607 11,819,950

  未払法人税等 460,792 397,355

  前受金 4,267,053 2,974,415

  賞与引当金 97,170 148,957

  役員賞与引当金 6,575 13,150

  完成工事補償引当金 14,000 11,000

  資産除去債務 － 802

  その他 843,275 600,589

  流動負債合計 34,439,568 28,803,849

 固定負債   

  社債 560,050 560,050

  長期借入金 21,061,085 30,265,814

  退職給付引当金 168,417 175,514

  役員退職慰労引当金 425,484 431,996

  資産除去債務 149,557 149,919

  その他 688,865 680,653

  固定負債合計 23,053,459 32,263,947

 負債合計 57,493,028 61,067,796

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 891,250 891,250

  資本剰余金 936,439 936,439

  利益剰余金 16,973,307 17,438,840

  自己株式 △80 △80

  株主資本合計 18,800,915 19,266,448

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 20,304 17,074

  繰延ヘッジ損益 △95,542 △93,899

  評価・換算差額等合計 △75,238 △76,825

 純資産合計 18,725,677 19,189,623

負債純資産合計 76,218,705 80,257,420
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年５月31日)

売上高 13,834,239 11,586,487

売上原価 10,828,846 9,330,962

売上総利益 3,005,392 2,255,524

販売費及び一般管理費 997,887 858,143

営業利益 2,007,504 1,397,381

営業外収益   

 受取利息 206 368

 受取配当金 4,610 3,688

 受取手数料 3,937 1,720

 貸倒引当金戻入額 5 385

 その他 7,607 1,917

 営業外収益合計 16,367 8,080

営業外費用   

 支払利息 173,628 178,730

 資金調達費用 ※２  6,617 ※２  27,707

 その他 5,390 6,977

 営業外費用合計 185,636 213,415

経常利益 1,838,236 1,192,045

特別利益   

 固定資産売却益 － 22

 特別利益合計 － 22

特別損失   

 減損損失 － ※３  31,843

 固定資産除却損 － 53,882

 特別損失合計 － 85,726

税引前四半期純利益 1,838,236 1,106,341

法人税、住民税及び事業税 715,000 377,000

法人税等調整額 △12,246 △6,185

法人税等合計 702,753 370,814

四半期純利益 1,135,482 735,527
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【注記事項】

(追加情報)

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

　　四半期会計期間から適用しております。

 
(四半期貸借対照表関係)

　１．保証債務

　　分譲マンション購入者の銀行借入金に対し、保証を行っております。

 前事業年度

(平成29年２月28日)

当第１四半期会計期間

(平成29年５月31日)

 
分譲マンション購入者

(11名) (11名)

23,624千円 23,117千円
 

 
　２．当社の短期借入金及び長期借入金のうち、次に記載する短期借入金及び長期借入金については、それぞれ財務制

限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する

おそれがあります。

　前事業年度（平成29年２月28日）

　(1) 長期借入金(6,801,678千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)

　　①平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年２月期及び直

前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75％以上に維持すること。

　　②平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成23年２

月期及び平成24年２月期の２期とする)で損失としないこと。　

　(2) 長期借入金(686,144千円)に係る財務制限条項

　　①各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年２月期の年度決算期の末日

における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％に

維持すること。

　 ②各年度決算期の末日における損益計算書において、経常損益の金額を、２期連続してマイナスとしないこと。

　(3) 長期借入金(641,880千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年２月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の

75％以上に維持すること。

　　②単体損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成24年２月期及び平成25年２月期の２期とする)で、損失とし

ないこと。

　(4) 長期借入金(490,224千円)に係る財務制限条項

　　①平成26年２月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資

産の部の合計額を、平成25年２月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末

日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

　　②平成26年２月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書において、経常損益の金

額を０円以上に維持すること。

　(5) 短期借入金(839,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)

　　①平成26年２月期以降の決算期(第２四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の

金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

　　②平成25年２月期以降の決算期(第２四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を２期連

続して損失とならないようにすること。

　(6) 長期借入金(3,344,300千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成26年２月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の

75％以上に維持すること。

　　②単体損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成26年２月期及び平成27年２月期の２期とする)で、損失とし

ないこと。

　(7) 長期借入金(743,000千円)に係る財務制限条項
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　　①単体貸借対照表の純資産合計金額が、平成27年２月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合

計額の75％以上に維持すること。

　　②単体損益計算書の経常利益が、２期連続(但し、初回は平成26年２月期及び平成27年２月期の２期をもって該当

の有無を判断するものとする。)で損失としないこと。

　(8) 長期借入金(77,000千円)に係る財務制限条項

　　①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第２四半期を含まない。)の末日における単体

の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年２月期(16,624百万円)比80％以上に維持すること。

　　②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第１四半期・第２四半期・第３四半期を含ま

ない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失とならないようにすること。

　(9) 短期借入金(375,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)

　　①平成28年２月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の

部の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

　　②平成28年２月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)における単体の損益計算書に示される経常損益を２

期連続して損失とならないようにすること。

　(10) 長期借入金(2,500,000千円)に係る財務制限条項

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額が、平成28年２月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合

計額の75％以上に維持すること。

　　②単体損益計算書の経常利益が、２期連続(但し、初回は平成28年２月期及び平成29年２月期の２期とする)で損失

としないこと。

　

　当第１四半期会計期間(平成29年５月31日)

　(1) 長期借入金(6,700,023千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)

　　①平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年２月期及び直

前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75％以上に維持すること。

　　②平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成23年２

月期及び平成24年２月期の２期とする)で損失としないこと。　

　(2) 長期借入金(677,120千円)に係る財務制限条項

　　①各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年２月期の年度決算期の末日

における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％に

維持すること。

　 ②各年度決算期の末日における損益計算書において、経常損益の金額を、２期連続してマイナスとしないこと。

　(3) 長期借入金(619,950千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年２月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の

75％以上に維持すること。

　　②単体損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成24年２月期及び平成25年２月期の２期とする)で、損失とし

ないこと。

　(4) 長期借入金(480,891千円)に係る財務制限条項

　　①平成26年２月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資

産の部の合計額を、平成25年２月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末

日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

　　②平成26年２月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書において、経常損益の金

額を０円以上に維持すること。

　(5) 短期借入金(939,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)

　　①平成26年２月期以降の決算期(第２四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の

金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

　　②平成25年２月期以降の決算期(第２四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を２期連

続して損失とならないようにすること。

　(6) 長期借入金(3,344,300千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成26年２月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の

75％以上に維持すること。
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　　②単体損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成26年２月期及び平成27年２月期の２期とする)で、損失とし

ないこと。

　(7) 長期借入金(784,000千円)に係る財務制限条項

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額が、平成27年２月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合

計額の75％以上に維持すること。

　　②単体損益計算書の経常利益が、２期連続(但し、初回は平成26年２月期及び平成27年２月期の２期をもって該当

の有無を判断するものとする。)で損失としないこと。

　(8) 長期借入金(77,000千円)に係る財務制限条項

　　①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第２四半期を含まない。)の末日における単体

の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年２月期(16,624百万円)比80％以上に維持すること。

　　②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第１四半期・第２四半期・第３四半期を含ま

ない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失とならないようにすること。

　(9) 短期借入金(523,600千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)

　　①平成28年２月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の

部の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

　　②平成28年２月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)における単体の損益計算書に示される経常損益を２

期連続して損失とならないようにすること。

　(10) 長期借入金(2,500,000千円)に係る財務制限条項

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額が、平成28年２月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合

計額の75％以上に維持すること。

　　②単体損益計算書の経常利益が、２期連続(但し、初回は平成28年２月期及び平成29年２月期の２期とする)で損失

としないこと。

 
(四半期損益計算書関係)

　１．売上高及び売上原価の四半期ごとの偏向について
　
　前第１四半期累計期間（自 平成28年３月１日　至 平成28年５月31日）及び当第１四半期累計期間（自 平成29年３月

１日　至 平成29年５月31日）

当社の主要事業である分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者へ引渡しが行われる際に売上高が計上

されるため、開発時期や工期等により四半期ごとの業績に偏向が生じる可能性があります。

　

※２．資金調達費用について

　　　当社は、金融機関からの資金調達に際して、シンジケートローン等の手数料を金融機関に支払っております。

 
前第１四半期累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
 至 平成29年５月31日)

資金調達費用 6,617千円 27,707千円
 

　

※３．減損損失

　当第１四半期累計期間（自 平成29年３月１日　至 平成29年５月31日）

　当社は、以下の資産について減損損失を計上いたしました。

用　　途 場　　所 種　　類 金額（千円）

賃貸不動産 神戸市灘区 建物・土地 31,843

合　　計 31,843
 

（経緯）

当該不動産の収益性の低下に伴い投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、種類（科目）ごとの減損損失の内訳については次のとおりであります。

種　　類 金額（千円）

建物 24,916

土地 6,927

合　　計 31,843
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　（グルーピングの方法）

　　　原則として事業部別に区分し、賃貸用不動産については、個々の物件を単位としております。

　

　（回収可能価額の算定方法等）

　　　回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は適切に市場価格を反映していると考えられ

　　る評価額に基づいて合理的に算定しております。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
 至 平成29年５月31日)

減価償却費 240,999千円 162,619千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間（自 平成28年３月１日　至 平成28年５月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月27日開

催の定時株主総会
普通株式 259,994 26.00 平成28年２月29日 平成28年５月30日 利益剰余金

 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
当第１四半期累計期間（自 平成29年３月１日　至 平成29年５月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月26日開

催の定時株主総会
普通株式 269,994 27.00 平成29年２月28日 平成29年５月29日 利益剰余金

 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
(持分法損益等)

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるた

め、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

区分

報告セグメント

その他
(千円)

合計
(千円)

分譲
マンション

販売
(千円)

戸建て住宅
販売
(千円)

その他
不動産販売
(千円)

不動産
賃貸収入
(千円)

計
(千円)

売上高        

 外部顧客への
 売上高

12,642,704 357,419 218,760 587,236 13,806,120 28,119 13,834,239

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 12,642,704 357,419 218,760 587,236 13,806,120 28,119 13,834,239

セグメント利益 1,955,409 12,043 2,221 250,982 2,220,657 21,938 2,242,595
 

(注) 「その他」の区分には、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、仲介手数料、解約手付金収入及

　　　び保険代理店手数料収入等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

利益 金額（千円）

報告セグメント　計 2,220,657

「その他」の区分の利益 21,938

全社費用（注） △235,090

四半期損益計算書の営業利益 2,007,504
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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当第１四半期累計期間（自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

区分

報告セグメント

その他
(千円)

合計
(千円)

分譲
マンション

販売
(千円)

戸建て住宅
販売
(千円)

その他
不動産販売
(千円)

不動産
賃貸収入
(千円)

計
(千円)

売上高        

 外部顧客への
 売上高

10,077,134 405,482 475,480 597,001 11,555,099 31,388 11,586,487

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 10,077,134 405,482 475,480 597,001 11,555,099 31,388 11,586,487

セグメント利益 1,290,659 9,966 42,204 235,053 1,577,884 15,535 1,593,419
 

(注) 「その他」の区分には、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、保険代理店

　　　手数料収入、解約手付金収入及び仲介手数料等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

利益 金額（千円）

報告セグメント　計 1,577,884

「その他」の区分の利益 15,535

全社費用（注） △196,038

四半期損益計算書の営業利益 1,397,381
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　「不動産賃貸収入」セグメントの資産（賃貸用不動産）において、収益性の低下に伴い投資額の回収が見込め

なくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期累計期間においては31,843千円であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第１四半期累計期間

(自 平成28年３月１日

 至 平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間

(自 平成29年３月１日

 至 平成29年５月31日)

　１株当たり四半期純利益金額 113円55銭 73円55銭

(算定上の基礎)   
四半期純利益金額 (千円) 1,135,482 735,527

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額 (千円) 1,135,482 735,527

普通株式の期中平均株式数 (株) 9,999,798 9,999,798
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年７月13日

和田興産株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   黒　　木　　賢　一　郎   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   青　　木    靖　　英 　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている和田興産株式会

社の平成29年３月１日から平成30年２月28日までの第52期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年３月１日から平成29

年５月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年３月１日から平成29年５月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、和田興産株式会社の平成29年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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